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新
し
い
国
保
の
保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す
！

問
い
合
わ
せ　
保
険
課
国
保
係　
☎
43
‐
７
０
４
７

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
は
毎
年
10
月
１
日
に
更
新
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
た
が
お
持
ち
の
保
険
証

の
有
効
期
限
は
、
９
月
30
日
で
す
。
新
し
い
保
険
証
は
世
帯
主
あ
て
に
９
月
末
日
ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
10
月
１
日
か
ら
は
、
お
送
り
す

る
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
証
は
世
帯
ご
と
に
ま
と
め
て	

	

世
帯
主
あ
て
に
お
送
り
し
ま
す

国
保
の
保
険
証
は
、
世
帯
の
国
保
に
加
入

し
て
い
る
か
た
全
員
分
を
世
帯
主
あ
て
に
お

送
り
し
ま
す
。

世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
な
い
場
合
で
も

世
帯
主
あ
て
に
お
送
り
し
ま
す
。
世
帯
主
が

社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
や
、
75
歳

以
上
の
場
合
は
特
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

記
載
事
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

新
し
い
保
険
証
の
氏
名
・
生
年
月
日
・
住

所
な
ど
の
記
載
事
項
に
間
違
い
が
あ
る
場
合

は
、
保
険
課
ま
で
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

自
分
で
保
険
証
を
書
き
直
す
と
保
険
証
が

無
効
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

注　
　
意

国
保
の
脱
退
に
は
届
け
出
が
必
要
で
す

社
会
保
険
な
ど
、
他
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
の
に
国
保
の
保
険
証
が
届
い

た
場
合
は
、
国
保
の
脱
退
の
届
け
出
が

必
要
で
す
。

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は	

	

令
和
５
年
９
月
30
日
で
す

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
令
和
５

年
９
月
30
日
で
す
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
か
た
は
有
効
期
限
が
異
な
り
ま
す
。

●	

令
和
５
年
９
月
30
日
ま
で
に
75
歳

に
な
る
か
た

→
誕
生
日
の
前
日
が
有
効
期
限

75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
移
行
し
ま
す
。
誕
生
日
前
に
後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
お
送
り
し
ま

す
。（
手
続
き
は
不
要
で
す
）。

●	
市
外
に
住
所
の
あ
る
学
生
で
、
卒

業
予
定
年
度
の
か
た

→
令
和
５
年
３
月
31
日
が
有
効
期
限

修
学
を
終
え
た
と
き
は
、
保
険
課
へ
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
令
和
５
年
４
月
１
日

以
降
も
在
学
ま
た
は
別
の
学
校
へ
入
学
す
る

か
た
は
、
改
め
て
在
学
証
明
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。

　

　

保
険
課
、
比

内
・
田
代
総
合
支
所

の
窓
口
で
は
、
保
険
証

の
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
（
透

明
な
フ
ィ
ル
ム
で
覆
う
）
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ご
希
望

の
か
た
は
窓
口
ま
で
保

険
証
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

国保被保険者証
（黄
おう
土
ど
色）
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保険証は大切に！！

保険証

保険証

保険証

国民健康保険被保険者証（保険証）は、国保に加入していることを証明するもので、一人に１枚交付し
ます。医療機関を受診する際に必要ですので、大切に保管しましょう。

保険証は正しく使いましょう

•	 医療機関を受診する際は、
忘れずに窓口に提示しまし
ょう

•	いつでも使えるよう、必ず
手元に保管しましょう

•	保険証の貸し借りは法律で
禁止されています

•	保険証のコピーは使うこと
ができません

•	無くしたり破損したときは、
再交付しますので届け出て
ください。

•	国保を脱退するときは、窓
口へ返却してください

臓器提供意思表示欄が設けられています

保険証の裏面には、臓器提供意思表示欄が設けられています。記入する・記入しないは自由で、
強制するものではありません。また、記入の有無によって受けられる医療
が変わることはありません。
臓器提供について、詳しくは（公社）日本臓器移植ネッ
トワーク☎ 0120 － 78 － 1069 へお問い合わせください。
※	保険証をラミネート加工すると、臓器提供意思表示欄
に記入できなくなりますのでご注意ください。

保険税の滞納のあるかたへ
現在、国民健康保険税（国保税）の未納がある

世帯のかたの保険証は、市役所での納付相談後

に交付します。

１年以上前の国保税の滞納があるかたへは、

通常の１年間より有効期間の短い、半年間有効

の「短期被保険者証」が交付されます。

修学のため市外へ転出する場合

修学のために大館市から住所を移した後も、
引き続き親元の世帯の国民健康保険に加入され
る場合は届け出が必要です。

届け出に必要なもの

•	修学するかたの国保の保険証
•	在学証明書
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医療機関を受診するときは
医療機関の窓口で保険証を提示すると、医療費の一部を支払えば次のような行為が受けられます。
•	診察、検査
•	病気やけがの治療
•	入院と看護（食事代は別途負担）
•	在宅療養（かかりつけ医による訪問診療）と看護
•	訪問看護（医師の指示による）

世帯の所得状況等により	

	 １割～３割

75 歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度
に移行します。手続きは不要です。
65 歳以上で一定の障害のあるかたは、障害
認定の申請により、後期高齢者医療制度に加
入できます。後期高齢者医療後期高齢者医療

被保険者証被保険者証

後期高齢者医療制度

75歳以上のかた・65歳以上で一定の障害があるかた

現役並み所得以外のかた	 ２割
現役並み所得のかた	 ３割

保険証とは別に、所得などに応じて自己負担割合が記された「高齢
受給者証」が必要です。
70 歳～ 74 歳のかたには、毎年７月下旬に１年間有効の新しい高齢
受給者証を世帯主あてにお送りしています。
新たに 70 歳になるかたには、誕生月の翌月（１日が誕生日のかたは
その月）から高齢受給者証が必要になりますので、それまでに世帯主
あてにお送りします。

国民健康保険

一般被保険者証
（黄
おう
土
ど
色）

高齢受給者証

＋

70歳～ 74歳のかた

未就学児	 ２割
小学校～ 69歳	 ３割

国民健康保険

国保被保険者証
（黄
おう
土
ど
色）

0歳～ 69歳のかた

医療費の自己負担割合
自己負担割合は年齢と所得によって異なります

↑
９月30日まで　ねずみ色
10月１日から　　水色
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国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付

国
保
に
加
入
し
て
い
る
と
、
医
療
機
関
に
掛
か
っ
た
と

き
の
医
療
費
を
は
じ
め
、様
々
な
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

入
院
し
た
と
き

入
院
し
た
と
き
は
、
診
療
や
薬
に
掛
か
る
費
用
と

は
別
に
、
左
記
の
標
準
負
担
額
を
食
事
代
と
し
て
自

己
負
担
し
、
残
り
は
国
保
が
負
担
し
ま
す
。

入
院
時
食
事
代
の
標
準
負
担
額（
１
食
当
た
り
）

一
般（
左
記
以
外
の
か
た
）

460
円

住
民
税
非
課
税
世
帯

及
び

低
所
得
者
Ⅱ
の
か
た

90
日
ま
で	

（
過
去
12
カ
月
間
）

210
円

90
日
超	

（
過
去
12
カ
月
間
）

160
円

低
所
得
者
Ⅰ
の
か
た

100
円

•	

本
人
が
70
歳
以
上
で
、
世
帯
主
と
世
帯
の
国
保
加

入
者
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
か
た
は
「
低
所
得

者
Ⅱ
」、
そ
の
う
ち
基
準
所
得
が
０
円（
収
入
が
年

金
の
み
の
場
合
は
年
80
万
円
以
下
）の
か
た
は「
低

所
得
者
Ⅰ
」
に
な
り
ま
す
。

い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
し
た
と
き

次
の
よ
う
な
場
合
で
医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し

た
と
き
は
、
窓
口
で
申
請
す
れ
ば
自
己
負
担
分
を
除

い
た
額
の
払
い
戻
し
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

•	

保
険
証
を
持
た
ず
に
病
院
を
受
診
し
た

•	

海
外
で
病
院
を
受
診
し
た

•	

医
師
の
指
示
に
よ
り
コ
ル
セ
ッ
ト	

な
ど
を
購
入
し
た

•	

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ	

な
ど
の
施
術
を
受
け
た

※	

医
療
費
を
支
払
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
２
年
を
経
過

す
る
と
支
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
医
療
措
置
が
適
切
で
あ
っ
た
か
の
審

査
を
行
う
た
め
、
支
払
い
ま
で
に
２
～
３
カ
月
掛

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き

被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
は
、
葬
祭
を
行
っ

た
か
た
に
葬
祭
費
と
し
て
５
万
円
を
支
給
し
ま
す
の

で
、
葬
祭
を
終
え
た
後
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

※	

葬
祭
を
行
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
２
年
を
経
過
す
る

と
支
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き

被
保
険
者
が
出
産
（
妊
娠
12
週
（
85
日
）
以
降
の
死

産
・
流
産
を
含
む
）し
た
と
き
は「
出
産
育
児
一
時
金
」

と
し
て
42
万
円
（
産
科
医
療
保
障
制
度
に
加
入
し
て

い
な
い
医
療
機
関
で
出
産
し
た
場
合
は
40
万
８
千

円
）
を
支
給
し
ま
す
。
出
産
育
児
一
時
金
は
、
原
則

と
し
て
医
療
機
関
に
直
接
支
払
い
ま
す
（
直
接
支
払

制
度
）。

※	

出
産
日
の
翌
日
か
ら
２
年
を
経
過
す
る
と
支
給
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
と
き
は
申
請
が
必
要
で
す

•	

出
産
費
用
が
支
給
額
未
満
の
と
き

申
請
に
よ
り
差
額
を
支
給
し
ま
す
。

•	

直
接
支
払
制
度
を
使
用
し
な
い
と
き

医
療
機
関
に
出
産
費
用
を
全
額
支
払
っ
た
後
に

窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
給
付
の
申
請
は

保
険
課
国
保
係	

☎
43
‐
７
０
４
７

比
内
総
合
支
所
市
民
生
活
係

	

☎
43
‐
７
０
９
４

田
代
総
合
支
所
市
民
生
活
係

	

☎
43
‐
７
０
９
９

問
い
合
わ
せ保険

課
国
保
係　
☎
43
‐
７
０
４
７
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高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
前
に	

	
限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
申
請
を

医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
は
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
を
医
療
機
関
で
保
険
証
と
一
緒
に
提
示
す
る

と
、
支
払
い
が
所
定
の
限
度
額（
月
額
）ま
で
に
な
り

ま
す
。

一
度
交
付
申
請
す
れ
ば
１
年
間
（
８
月
～
翌
年
７

月
）使
用
で
き
ま
す
。

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
、
低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ

の
か
た
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
認
定
証
」

を
提
示
す
る
と
、
入
院
時
の
食
事
代
も
減
額
さ
れ
ま

す（
４
ペ
ー
ジ
参
照
）。

医
療
費
の
支
払
い
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
し
た
り
、
同
一
世
帯
で

複
数
の
人
が
医
療
機
関
を
受
診
し
た
こ
と
で
１
カ
月

の
医
療
費
の
自
己
負
担
分
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

は
、
窓
口
で
申
請
す
れ
ば
限
度
額
を
超
え
て
支
払
っ

た
自
己
負
担
分
が
「
高
額
療
養
費
」
と
し
て
支
給
さ

れ
ま
す
。

高
額
療
養
費
は
医
療
費
を
支
払
っ
て
か
ら
２
年
以

内
は
申
請
で
き
ま
す
。
医
療
機
関
か
ら
発
行
さ
れ
た

領
収
書
は
１
～
２
年
程
度
は
手
元
に
保
管
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
高
額
療
養
費
支
給
手
続
き
の
簡
素
化
を
申

請
す
る
と
、
限
度
額
を
超
え
た
医
療
費
の
支
払
い
が

あ
っ
た
場
合
、
差
額
が
自
動
的
に
口
座
へ
振
り
込
ま

れ
ま
す
。
手
続
き
の
簡
素
化
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

左
記
窓
口
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※	
入
院
時
の
食
事
代
や
衣
料
費
、
差
額
ベ
ッ
ト
代
は

高
額
療
養
費
の
計
算
に
は
含
み
ま
せ
ん
。
文
書
料

や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
な
ど
も
同
様
で

す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

•	

世
帯
主
の
通
帳

•	

国
保
の
保
険
証

窓
口
・
問
い
合
わ
せ

保
険
課
国
保
係　
　
　
　
　
　

☎
43
‐
７
０
４
７

比
内
総
合
支
所
市
民
生
活
係　

☎
43
‐
７
０
９
４

田
代
総
合
支
所
市
民
生
活
係　

☎
43
‐
７
０
９
９

こ
ん
な
と
き
は
国
保
の
保
険
証
は	

	

使
え
ま
せ
ん
！

病
気
で
は
な
い
も
の

•	

人
間
ド
ッ
ク

•	

予
防
接
種

•	

正
常
な
妊
娠
・
出
産

•	

歯
列
矯
正

•	

軽
度
の
わ
き
が
や
し
み

•	

美
容
整
形

•	

経
済
上
の
理
由
に
よ
る
妊
娠
中
絶　

な
ど

業
務
上
の
怪
我
や
病
気

雇
用
主
が
負
担
す
る
べ
き
も
の
な
の
で
、
労
災
保

険
が
適
用
さ
れ
ま
す

給
付
が
制
限
さ
れ
ま
す

•	

故
意
の
事
故
や
犯
罪
行
為
に
よ
る
傷
病

•	

け
ん
か
や
泥
酔
な
ど
に
よ
る
傷
病

•	

医
師
や
保
険
者
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
きな

ど

限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証

・70歳未満	
　住民税非課税世帯
・70歳以上	
　低所得者Ⅰ・Ⅱ

・70歳未満	
　住民税課税世帯
・70歳以上	
　現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ

見 本見 本

見 本見 本
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75
歳
以
上
の
か
た
の
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す
！

10
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
を
９
月
下
旬
に
お
届
け
し
ま
す

令
和
４
年
10
月
１
日
か
ら
の
医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合

の
見
直
し
に
と
も
な
い
、
75
歳
以
上
の
か
た
の
被
保
険
者

証
が
新
し
く
な
り
ま
す
。

新
し
い
水
色
の
被
保
険
者
証
を
９
月
下
旬
に
お
届
け
し

ま
す
の
で
、
10
月
１
日
以
降
は
、
病
院
・
薬
局
な
ど
で
そ

ち
ら
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

所
得
が
一
定
以
上
あ
る
か
た
は
医
療
費
の
窓
口

負
担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま
す

こ
れ
ま
で
医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
が
１
割
だ
っ
た
か

た
の
う
ち
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
か
た
に
つ
い
て
、

負
担
割
合
が
２
割
に
変
更
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
２
割
に
変

更
と
な
る
の
は
全
国
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険
者

全
体
の
う
ち
約
20
％
の
か
た
で
す
。

令
和
４
年
度
以
降
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
と
な
り

は
じ
め
、
医
療
費
の
増
大
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
窓
口

負
担
を
除
く
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
の
約
４
割
は
現
役
世

代
の
負
担
に
よ
り
賄
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
後
も
負
担
は

増
加
し
て
い
く
見
通
し
で

す
。今

回
の
窓
口
負
担
の
見

直
し
は
、
現
役
世
代
の
負

担
の
増
加
を
抑
え
、
国
民

皆
保
険
制
度
を
未
来
に
つ

な
い
で
い
く
た
め
の
も
の

で
す
。

窓
口
負
担
の
判
定
方
法

※
①
…	

課
税
所
得
と
は
、
前
年
の
収
入
か
ら
給
与
所

得
控
除
や
公
的
年
金
等
控
除
、
所
得
控
除
等

を
差
し
引
い
た
後
の
金
額
で
す
。
市
県
民
税

の
納
税
通
知
書
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
②
…	

年
金
収
入
に
は
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
は
含

み
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

　
保
険
課
医
療
給
付
係　
☎
43
‐
７
０
４
６

窓口負担が２割になったかたには負担軽減措置があります
１割負担から２割負担へと変更になったかたは、外来の窓口での負担増加額
を１カ月 3,000 円までに抑える負担軽減措置（配慮措置）があります（入院は対
象外です）。措置期間は３年間、令和７年９月 30 日までとなります。

２
割
負
担

１
割
負
担

２
割
負
担

１
割
負
担

３
割
負
担

以
上

未
満

以
上

未
満

２
人
以
上

１
人

世
帯
に
被
保
険
者
が
何
人
い
る
か

い
る

い
な
い

世
帯
に
課
税
所
得
が
28
万
円
以
上
の
被
保
険
者
が
い
る
か

し
な
い

す
る

現
役
並
み
所
得
者（
課
税
所
得（※

①
）１
４
５
万
円
以
上
）に
該
当
す
る
か

「
年
金
収
入
（※

②
）＋
そ

の
他
の
合
計
所
得
金
額
」

が
２
０
０
万
円
以
上
か

「
年
金
収
入
＋
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額
」
の
合
計

が
３
２
０
万
円
以
上
か
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医
療
費
の
節
約
に
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
！

近
年
、
高
齢
化
や
生
活
習
慣
病
の
増
加
に
伴
い
医
療
費
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
増
加
す
る
医
療
費
を
少
し
で
も
抑
え
る
た
め
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普
及
・
利
用
促
進

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
り
の
負
担（
各
家
庭
の
薬
代
）だ
け
で
な
く
、
み
ん
な
の
負
担（
国
保
の
給
付
支
出
）の
削
減
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）と
は
、新
薬（
先

発
医
薬
品
）
の
特
許
期
間
が
終
了
し
た
後
に
、
新
薬
と
同

じ
成
分
を
持
ち
、
同
じ
効
果
が
あ
る
と
厚
生
労
働
省
か
ら

認
め
ら
れ
た
薬
で
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
新
薬
と

比
べ
て
医
薬
品
の
開
発
期
間
が
短
い
た
め
、
開
発
費
を
大

幅
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
低
価
格
で

販
売
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
薬
の
形
や
大
き
さ

を
変
え
た
り
、
苦
味
を
抑
え
た
り
す
る
こ
と
で
、
薬
を
飲

み
や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
注
意
点

•	

す
べ
て
の
薬
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

•	

医
師
が
使
用
を
認
め
な
い
場
合
は
切
り
替
え
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

•	

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
し
て
も
、
薬
代
の

差
額
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で
窓
口
で
の
自
己
負

担
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

•	

心
配
な
点
・
疑
問
な
点
が
あ
る
場
合
は
、
医
師
や

薬
剤
師
に
相
談
し
て
、
十
分
な
説
明
を
受
け
て
か

ら
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

シ
ー
ル
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品	

	

希
望
の
意
思
表
示
が
で
き
ま
す
！

医
師
や
薬
剤
師
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
処
方
を
言

い
出
し
に
く
い
か
た
の
た
め
に
、
保
険
証
に
貼
る
こ
と
で

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え
の
意
思
を
手
軽
に

伝
え
ら
れ
る
シ
ー
ル
を
配
布
し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
か

た
は
保
険
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る	

	

差
額
通
知
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
か
た
で
、
現
在
使
用
し
て
い
る
医
薬
品
を
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
と
、
医
療
費
の
自
己
負

担
額
が
２
０
０
円
以
上
安
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
、

年
２
回
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」

を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

変
更
で
き
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
名
称
や
メ
ー
カ

ー
、
金
額
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え
を
検
討
す
る
際
の
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。

送
付
時
期

•	

国
民
健
康
保
険
加
入
の
か
た
…
…
…
８
月
、
２
月

•	

後
期
高
齢
者
医
療
加
入
の
か
た
…
…
７
月
、
１
月

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
つ
い
て
学
ぼ
う
！	

	

保
険
課
出
前
講
座

大
館
市
で
は
、
市
民
の
か
た
の
身
近
な
問
題
や
疑
問
に

つ
い
て
、
市
の
職
員
が
直
接
皆
さ
ん
の
元
に
出
向
き
説
明

を
行
う
「
出
前
講
座
」
を
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。

保
険
課
で
は
、「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
っ
て
な
に
？
」

と
題
し
、
皆
さ
ん
が
知
り
た
い
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
基
本
を

解
説
し
て
い
ま
す
。
受
講
し
て
み
た
い
か
た
は
、
お
気
軽

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

主
な
講
座
の
内
容

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
新
薬
の
違
い
に
つ
い
て

•	

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
よ
る

メ
リ
ッ
ト

•	

処
方
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
方
法

•	

国
が
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普
及
を
進
め
て
い
る
理
由

対
象
者

大
館
市
民
の
か
た
。

な
お
、
１
回
の
講
座
に
つ
き
原
則
10
人
以
上
の
ご
参
加

を
お
願
い
し
ま
す
。

申
込
方
法

実
施
希
望
日
の
３
週
間
前
ま
で
に
、
左
記
の
受
付
場
所

で
申
込
書
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

•	

保
険
課
国
保
係（
本
庁
舎
１
階
）　

☎
43
‐
７
０
４
７

•	

生
涯
学
習
課（
田
代
総
合
支
所
）　

☎
43
‐
７
１
１
３

•	

最
寄
り
の
公
民
館
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健康だより

問い合わせ：福祉部健康課　☎ 42-9055、またはそれぞれの相談事業の連絡先へ

メンタルヘルス相談室

ところ 	 メンタルヘルス相談室（旧正札竹村）
	 ※ハチ公小径側入口から２階へ
料　金 	 無料（予約制で１回約 50 分）

申込み 	 ☎ 57-8240
	 月～水・金曜日　９時～ 12 時
	 （祝日・年末年始を除く）
相談日 	 月～水・金曜日９時～ 12 時・13 時

～ 15 時　／第３土曜日９時～ 12 時
臨床心理士や専門の相談員による面接相談です。
※	相談日は電話で申込みの際に決定します。

金曜こころのホットライン

専用ダイヤル 	 ☎ 080-8206-7471
と　き 	 毎週金曜日	９時～ 12 時

	 	 13 時～ 17 時
	 （祝日・年末年始を除く）

主　催 	 秋田県北ＮＰＯ支援センター

こころの悩みや不安を相談員が電話で親身になっ
て伺います。

おおだてひきこもり相談室

相談窓口 	 おおだてひきこもり相談室
	 大館市字三ノ丸 103-4（大館市総合

福祉センター内）
相談方法 	 面接（予約制）または電話

料　金 	 無料

申込み 	 月～金曜日　10 時～ 16 時（祝日・
年末年始を除く）☎ 43-1155

※	大館市にお住まいで、概ね 65 歳までのかたやそ
の家族

居場所「よりどころ」

ひきこもり状態にあるかたが、他のかたとつなが
ることができる場です。

と　き 	 月～金曜日　10 時～ 16 時（祝日・
年末年始を除く）

ところ 	 大館市総合福祉センター　２階

予　約 	 不要　　 料　金 	 無料

問い合わせ 	 おおだてひきこもり相談室
	 ☎ 43-1155

こころのＥメール相談

アドレス 	 cocoro@energy.ocn.ne.jp
宛　先 	 〒 017-0843　大館市字中町５

	 秋田県北ＮＰＯ支援センター
	 こころの相談
Ｅメールや手紙での相談を行います。相談内容は
心の相談に限らせていただきます。
※	迷惑メール対策で受信拒否設定をしていないか
ご確認ください。
※	メール確認（月～水曜日の９時～ 12 時、金曜日
の９時～ 12 時・13 時～ 17 時）、返信には日数を
要することがあります。（祝日・年末年始を除く）

サロン「ひなたぼっこ」

と　き 	 毎月第１・３火曜日、第２日曜日
	 10時～12時（祝日・年末年始を除く）
ところ 	 火曜日	 北部男女共同参画センター	

	 	 比内公民館
	 日曜日	 北部男女共同参画センター
料　金 	 無料

主　催 	 秋田県北ＮＰＯ支援センター
	 ☎ 49-3485
おしゃべりサロンです。傾聴ボランティアの皆さ
んとお茶を飲みながら語らいのひと時を過ごして
みませんか。

９月 10 日から 16 日は、自殺予防週間です。「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の

実現をめざし、全国で相談事業や啓発事業が実施されます。

こころの傷は目には見えません。本人にしか分からない不安や苦しみを抱え込み、誰にも相

談できないまま追い込まれてしまうこともあります。身近な人の変化に気付いたら、どうかひ

と声掛けてあげてください。

「こころの相談事業」をご利用ください「こころの相談事業」をご利用ください


